
 

 

報告事項 (1)令和７年度事業計画及び収支予算報告 

令 和 ７ 年 度 事 業 計 画 

 

 

○ 活動の基本方針 

富山県法人会連合会は、社会全体への貢献を目指して法人会活動のさ

らなる充実に努め、県内４単位会と連携を図りながら公益を目的とした

事業を推進する。 

事業の実施に当たっては、法人会の原点である「税」に関する活動に力

点を置きながら取り組むとともに、県下法人会の公益を目的とした活動

が適正円滑に遂行されるよう支援を行う。 

 

 

１ 税知識の普及及び納税意識の高揚並びに税に関する事業 

⑴ 税知識の普及事業 

県内４単位会と連携し、会員企業の経営者、経理担当者のみならず広

く一般企業、一般市民を対象に、税知識の普及と納税意識の高揚を目的

とした説明会・研修会・講演会・セミナーを実施する。 

また、企業の内部統制や経理水準の向上に資する自主点検チェック

シートの活用を積極的に推進する。 

 

⑵ 税の広報事業 

広く一般市民への税の啓発に努めるべく、インターネットを活用し

た税に関する情報の発信のほか、実施事業のマスコミへの報道資料提

供などの広報活動を行う。 

また、関係団体と協働して、「e-Tax・eLTAX」の利用促進、「キャッシ

ュレス納付」の推進などの広報活動を実施する。 

 

⑶ 租税教育事業 

次世代を担う児童・生徒に税の仕組みや役割などを理解してもらう

ための活動を行う。 

特に、全国で取り組んでいる青年部会が行う「租税教室」、女性部会

（女連協）が行う「絵はがきコンクール」への支援を行う。 

 

⑷ 税制に関する提言事業 

地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制、少子高齢

化、国際化・情報化社会に対応した税制など、「今後の望ましい税制の

あり方」について、税のオピニオンリーダーとして建設的な提言を行う。 

また、全法連にて取りまとめた提言書により、関係機関に対し提言活

動を実施する。 
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２ 地域企業の健全な発展と地域社会への貢献事業 

⑴ 地域企業の活性化事業 

広く一般市民を対象に、経営・経理、政治・経済、健康管理等、幅広

い分野にわたる講演会・セミナーを開催する。 

 

⑵ 社会貢献事業 

地域社会との「共生」を目指すべく、地域活性化に資する「公益性」

の高い活動を行う。 

福祉施設等への寄贈事業を行うほか、女性部会（女連協）が行う「い

ちごプロジェクト」及び「食品ロス削減に関する事業」への支援を行う。 

 

 

３ 法人会が行う税環境の整備、地域社会の整備改善等の支援事業 

県内４単位会が行う公益活動に対して支援を行う。 

 

 

４ 組織の充実・強化等に関する事業 

⑴ 会員増強・会員交流事業 

法人会活動を充実させるために、法人会員数の増大に努めるととも

に、会員企業の活性化・企業価値の向上に資する事業を行う。 

 

⑵ 青年部会（青連協）・女性部会（女連協）の充実 

① 青年部会（青連協） 

青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動」、「部会員増強運動」 

及び「財政健全化のための健康経営プロジェクト」に対して、より積

極的に支援する。 

 

② 女性部会（女連協） 

女性部会活動の大きな柱である「税に関する絵はがきコンクール」、

「いちごプロジェクト」及び「食品ロス削減への取組」に対して、よ

り積極的に支援する。 

 

 

５ 会員のための福利厚生事業 

保険協力３社との連携を密にして、福利厚生制度を推進・充実させると

ともに、法人会の財政基盤の安定化を図る。 
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